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コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
三菱電機グループは、「持続的成長を支える経営基盤強化」に向けた取組みの一つとして、コーポ

レート・ガバナンスを会社が存続するための基本であると考え、社会、顧客、株主、従業員をはじめとす
るステークホルダーの期待により的確に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を構築・整備し、持続
的に強化することで、更なる企業価値の向上を図ることを基本的な考え方としています。
また、三菱電機は、指名委員会等設置会社として、経営の監督と執行を分離し、経営の監督機能は
取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制を構築しています。これにより、経営の機動性・透明
性の向上を図り、迅速・果断な経営判断を可能とすることで、企業価値・株主価値を持続的に向上させ
ることを目指しています。そのためには独立性の高い取締役会が、監督機能としてコーポレート・ガバ
ナンスに関する役割と責務を十分に果たすことが重要であると認識しています。
上記の考えの下、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び仕組みをステークホル
ダーに広くご理解いただき、建設的な対話を通じて長期的な信頼関係を構築するための礎となるよ
う、三菱電機取締役会は｢三菱電機株式会社　コーポレート・ガバナンスガイドライン」を定めてこれを
公表しています。また、継続的に点検・見直しを行い、基本方針の確実な実行と、コーポレート・ガバナ
ンスの更なる向上に努めていきます。

コーポレート・ガバナンス体制
監督と執行の分離を促進するため、三菱電機取締役会は、具体的な審議内容を取締役会審議基準

として規定した上で、経営の監督に特化する体制とし、会社法の許容する範囲内のすべての業務執行
の決定権限を執行役に委任することで、迅速・果断な意思決定及び業務執行における適切なリスクテ
イクを可能とします。
取締役会及び法定三委員会はいずれも独立社外取締役が議長及び法定委員会委員長を務め、か

つ過半数を占める構成とすることで、監督機能の実効性向上を図ります。さらに、任意の機関として執
行役会議を設置し、執行役の情報共有に加え、シナジー追求や多面的なリスクマネジメントの観点か
ら、重要な業務執行の事項を審議・決定します。
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取締役会
取締役会は、三菱電機グループの経営の基本方針（企業理念、私たちの価値観、コミットメント、経

営方針、経営戦略）等、経営の根幹をなす重要な意思決定や、取締役会で設定した三菱電機グループ
の「重要議題」（2024年7月～2025年6月においては全社経営戦略、サステナビリティ経営、人財戦
略、情報システム戦略（業務DX）、デジタル戦略（事業DX）、技術開発戦略等）について議論を行いま
す。取締役会は執行状況の報告をもとに十分な議論を行うことで、基本方針及び経営戦略に沿った取
組みが行われているかを随時モニタリングするとともに、中長期的かつ持続的な企業価値向上に向
け、執行役による適切なリスクテイクが促されるよう、迅速・果断な意思決定の支援、そして業務執行
の適切な評価に努めています。

取締役会の活動状況（2023年度）

2023年度は、取締役会を14回（うち臨時3回）開催しました。定時取締役会における1回あたりの所
要時間は概ね３時間でした。主な議論の内容は以下のとおりです。取締役会以外では、独立社外取締
役間の意見交換、従業員との意見交換等も行っています。

取締役会の議論の充実に向けた具体的な取組み

取締役会の議題に関する理解を深めて当日の議論を活性化するため、独立社外取締役に対する事
前説明や説明動画の提供を行っています。また、当社事業に関する理解を深めるため、独立社外取締
役による事業所訪問を継続して実施しており、2023年度は情報技術総合研究所、神戸製作所、電力
システム製作所を訪問し、事業所見学及び従業員との意見交換を実施しました。

取締役による情報入手

三菱電機は、独立社外取締役を含む取締役と執行役（経営陣）との連絡・連携を担う組織として、取
締役会及び法定三委員会に事務局を設置しています。取締役は、経営の監督に必要な情報がある場
合に、事務局や関連する部門に情報提供を要求し、事務局及び担当部署は適時・適切にその情報を提
供します。さらに、独立社外取締役は、執行役・事務局からの情報のみならず、その他従業員との直接
対話を行うなど、必要な情報を幅広く得るべく能動的に活動します。取締役会では、情報提供が適切
になされているか、定期的にレビューを行い、独立社外取締役の意見を中心に確認します。

取締役会の実効性評価
取締役会の「構成」「運営」の実効性評価を継続し、モニタリングボード機能の持続的な改善を追求

するため、第三者機関による取締役会の実効性に関する評価を毎年実施し、抽出された課題と改善に
向けた取組み等を取締役会で議論します。
2023年度については、2023年7月から9月にかけて第三者機関（株式会社ボードアドバイザーズ）

に取締役会の実効性の評価を依頼し、2023年9月末の取締役会において、評価結果と共に、改善す
べき課題についての対応策の提言を受けました。
こうした評価結果及び提言を踏まえ、2023年度下期に実効性向上に向けた対応について議論を
行ったうえで、2024年度の取締役会運営に反映いたしました。今後も、「取締役会運営の改善」に重点
的に取り組み、社外視点での経営モニタリング機能を更に強化していきます。

議題 議論内容 時間配分

重要議題

三菱電機グループの中長期的かつ持続的な企業価値向上を促すため、三菱電機グ
ループの「重要議題」（2023年7月から2024年6月においては、事業ポートフォリオ
戦略、サステナビリティ経営、人財戦略、ECM*1/SCM*2戦略、デジタル戦略（事業
DX）、情報システム戦略（業務DX）等）を設定し議論を行ったほか、取締役会の下に
設置した「3つの改革モニタリング委員会」において、2021年6月以降に判明した一
連の品質不適切行為に対する三菱電機の信頼回復に向けた取組みである３つの改革
（品質風土、組織風土、ガバナンス）の進捗状況及び実効性について継続的に監督

約27％

法定
決議事項

経営の基本方針、監査委員会の職務の執行のために必要な事項、執行役の職務の執
行の適法性その他会社業務の適正確保のために必要な体制整備、事業報告及びその
附属明細書、計算書類及びその附属明細書、連結計算書類、剰余金の配当、株主総会
の招集、執行役の選任等の会社法で定められた事項の決定

約13％

執行状況
報告

執行役から業務執行の経過及び結果等について報告を受けるとともに十分な議論を
実施 約37％

その他 決算、取締役会日程、取締役会実効性評価、政策保有株式の保有状況報告、投資家
面談状況報告等 約23％

*1	Engineering	Chain	Management
*2	Supply	Chain	Management
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2023年度	取締役会実効性評価結果の概要

三菱電機取締役会の実効性は概ね確保されていることが確認されました。また、2022年度の取締
役会実効性評価で提示された課題について、概ね進捗していることが確認されました。

指名委員会

指名委員会は、取締役の選解任、取締役会へ提出する執行役社長の選解任に関する議案の決定に
関する権限を有するほか、独立社外取締役のサクセッションの主導、執行役社長の人財要件、後継者
計画（後継者候補の選任・育成）の内容及び運用状況についても議論し、取締役会に答申する役割を
担います。
こうした権限/役割の下、ジェンダーや国際性、職歴、年齢等の多様性がもたらす多角的な視点が
事業の発展に資するとの認識に立ち、取締役会全体が備えるべき知識・経験・能力のバランス等に関
する考え方を定めた取締役選任基準を制定し、その基準に沿って候補者を選定しています。
株主総会に提出する取締役候補者の選任及び取締役の解任に関する議案は指名委員会が、執行

役の選任及び解任については取締役会が、それぞれ総合的に判断し決定します。
なお、指名委員会は独立社外取締役が議長（委員長）を務め、かつ過半数を占める構成となってお

り、十分な独立性・客観性を確保しています。

取締役会の
実効性を支える強み

①	改革継続へのコミットメント
②	取締役会構成の充実
③	取締役会議論の充実

今後の実効性向上の
ための重点課題

①	モニタリングの更なる高度化
②	グループガバナンスの強化	
③	取締役会／委員会のアジェンダの強化

　これらの指摘を踏まえ、成長戦略の深掘りができるよう十分な議論の上で
年間の議題の設定を行い、議論に際しては、グループの視点や事業の全体像を
踏まえた議論ができるよう一層の改善に取り組んでいます。

*1	新任取締役3名を除く
*2	退任取締役３名を除く

評価の実施手法

①取締役会の議事録等の確認
②全取締役を対象としたアンケート調査*1

③全取締役を対象としたインタビュー*2

④第三者機関の専門的知見に基づく評価

評価対象

①全体評価	 ②取締役会の構成
③取締役会の支援体制	 ④取締役会の議案
⑤取締役会における審議状況	 ⑥取締役の貢献
⑦法定三委員会の活動状況	 ⑧執行のモニタリング態勢

指名委員会の活動状況（2023年度）

会社法が定める目的及び権限に基づき、株主総会に提出する取締役候補者の決定を行いました。ま
た、執行役社長の選解任について客観性・透明性ある手続きとするため、取締役会へ提出する執行役
社長の選解任に関する議案の決定を行ったほか、独立社外取締役のサクセッション、執行役社長の人
財要件、後継者計画（後継者候補の選任・育成）の内容及び運用状況についても議論し、取締役会に答
申しました。
2023年度は、指名委員会を9回開催しました。1回あたりの所要時間は概ね40分でした。

第三者機関による取締役会実効性評価プロセス
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監査委員会

監査委員会は、独立社外取締役が委員長を務めており、また、常勤の社内監査委員が監査委員会
の情報収集力を支える体制としています。
監査委員は、持続的な成長と企業価値の向上に貢献するという受託者責任を株主に対して負って

いるとの認識の下、業務監査・会計監査等「守りの監査」にとどまらず、執行役会議やリスクマネジメン
ト・コンプライアンス委員会等、重要な会議に出席し、経営幹部とも適宜面談を行い、さらに各部門・拠
点の経営方針・事業遂行状況を把握するなど、執行部門との情報連携の強化による各施策のモニタリ
ングをすることで、適法性・妥当性・効率性の視点から経営課題・リスクの調査に努めます。こうした調
査にあたって、監査委員会は、内部監査人による内部監査及び外部会計監査人による外部監査と連携
し、内部統制システムの整備・運用状況の適切な確認及び意見表明を行います。
なお、監査委員会は独立社外取締役が議長（委員長）を務め、かつ過半数を占める構成となってお

り、十分な独立性・客観性を確保しています。

報酬委員会

報酬委員会は、役員報酬等の決定に関する方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、執
行役のインセンティブ報酬に係る全社業績評価及び個別評価などを決定する権限を有しています。
報酬委員会は、こうした権限/役割の下、多様性やスキルの観点についても十分な配慮を行いなが

ら、報酬に関わる事項を審議します。なお、2022年度に執行役の報酬体系を見直しており、その運用
定着についても審議します。
取締役と執行役の報酬は、それぞれの職務の内容及び責任に応じ別体系とし、報酬委員会で定め

た基本方針に基づき決定しています。詳細は「取締役及び執行役の報酬」をご参照ください。
なお、報酬委員会は独立社外取締役が議長（委員長）を務め、かつ過半数を占める構成となってお

り、十分な独立性・客観性を確保しています。

監査委員会の活動状況（2023年度）

監査委員会の定めた方針・役割分担に従い、調査担当委員(常勤監査委員)が中心となって執行役
会議など重要な会議に出席するとともに、執行役、上席執行役員へのヒアリング並びに当社事業所及
び子会社への往査やオンラインを通した幹部ヒアリングなどの調査を実施しました。
また、監査部より内部監査報告書の提出と月次報告などを受けるとともに、委員会において、当年度
の内部監査方針、及び半期ごとの内部監査結果の報告等を受け、必要に応じて意見を述べました。
さらに、法務・リスクマネジメント統括部及びその他の内部統制部門より、予防予兆重視の内部統制

システムの構築やコンプライアンスプログラムの策定・運用、及び内部通報制度の整備・運用の状況等
の報告を受け、必要に応じて意見を述べました。
加えて、会計監査人と会計監査の方針や方法について打合せを行うとともに、四半期ごとに監査リス

クへの対応等レビューの実施状況報告及び会計監査人の品質管理システムや独立性の説明などを受
け、意見交換を実施しました。
2023年度は、監査委員会を14回開催しました。1回あたりの所要時間は概ね1時間半でした。

報酬委員会の活動状況（2023年度）

会社法が定める目的及び権限に基づき職務を執行しました。具体的には、役員報酬等の決定に関す
る方針、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容、執行役のインセンティブ報酬に係る業績評価及
び個人別の報酬等について議論し、決定を行いました。
また、2022年度に改定を行った執行役報酬制度について運用状況を確認した上で、2024年度の制
度運営に向けた議論を行いました。同制度につきましては有価証券報告書をご参照ください。
2023年度は、報酬委員会を7回開催しました。1回あたりの所要時間は概ね30分でした。
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取締役選任基準
三菱電機は、取締役会が全体として「企業経営・経営戦略・グローバル」「サステナビリティ」「財務・会
計」「法務・コンプライアンス・ガバナンス」「人事・人財開発」「エンジニアリング・DX・R&D」「事業開発・
投資」に関する能力を確保することが重要であると認識し、これらを備えるべきスキルとして設定して
います。
特に社外取締役に関しては、企業経営者として豊富な経験を有する者や国際情勢に深い知見を有

する者、コンプライアンス等の内部統制に精通した者、会計・税務実務に精通した者などが適切なバラ
ンスで構成されるように検討し決定します。なお、個別の取締役の具体的なスキル保有状況について
は、取締役会が全体として備えるべき能力及びその確保の状況を説明するスキルマトリックスにより、
開示します。

社外取締役の独立性判断基準

三菱電機は、社外取締役の独立性に関する基準を定めています。
社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、経営の監督を行うことを期待しており、

その役割を担うにふさわしい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、
十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び三菱電機が定める社外
取締役の独立性ガイドラインの要件を満たすなど、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立
性のある者を、指名委員会において社外取締役候補者に指名しています。
社外取締役の独立性ガイドラインにおいては、金融商品取引所が定める基準に加え、具体的な取

引額等の数値基準を定めるなど、候補者の独立性をより厳格に判断しています。

取締役及び執行役に対するトレーニング
三菱電機では、取締役・執行役には、会社役員として求められる一般的な役割・責務に加え、三菱電
機が抱える各事業の事業特性や財務、組織等について十分に理解し、全社的な見地から監督・助言又
は業務意思決定を行う能力が重要だと認識しています。
このような認識の下、取締役・執行役に就任する前に、三菱電機役員として新たに求められる役割・
責務や対応等に関する研修を実施しています。また、就任後も取締役・執行役としての役割・責務が適
切に果たせるよう、コンプライアンス教育や取締役・執行役向け研修の最新資料の提供等を実施して
います。さらに、ビジネスエリア・事業本部の特性・最新状況についても十分な情報を提供し理解を促
す機会を設けているほか、事業所訪問により、事業への理解や、現場の管理職・従業員の声を聴く機会
を設定しています。

三菱電機株式会社　社外取締役の独立性ガイドライン

実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、
かつ以下のいずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。
なお、以下1、2、4、5については、過去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合

を含む。
1.		当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2%を超える会社に業務執行取締役	
若しくは執行役又は支配人その他使用人（以下、業務執行者）として在籍している場合

2.	当社の借入額が、連結総資産の2%を超える会社に業務執行者として在籍している場合
3.	当社の会計監査人の関係者として在籍している場合
4.	専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合
5.	当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2%を超える組織に業務執行役員（理事
等）として在籍している場合

6.	当社の大株主（10％以上の議決権保有）又はその業務執行者として在籍している場合
7.	その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合



目　次 イントロダクション 社長メッセージ 価値創出 データ 113基盤強化

後継者計画・後継者の育成
指名委員会は、執行役社長の人財要件及び後継者計画（後継者候補の選任・育成計画等）につい

て、執行役社長の起案をもとに内容の審議を行い、後継者候補の選任状況及び育成状況についての
モニタリングを行うとともに、取締役会への報告を行います。
執行役社長の人財要件については後継者育成の基準と位置付けており、後継者候補がこれらの基
準を満たすよう指名委員会のモニタリングのもとで育成施策を推進しております。
指名委員会及び取締役会は、こうした事項の審議を十分に行うことで、後継者候補が計画的に育成

されるよう監督しております。

取締役及び執行役の報酬
報酬決定プロセス

報酬委員会は、役員報酬等の決定に関する方針の審議・決定にあたって、判断の独立性を確保する
とともに、報酬委員会の役割・権限の実効性を高める観点から、グローバルに豊富な経験・知見を有す
る外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集並びに助言等を得た上で、経営者報酬を取り巻
く環境や世間動向等を十分に考慮して審議・決定を行います。

役員報酬等の決定に関する方針

三菱電機は、経営の監督機能は取締役及び取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制とし
ているため、取締役と執行役の報酬は、それぞれの職務の内容及び責任に応じ別体系とし、以下の基
本方針に基づき、報酬委員会が決定します。

役員の固定報酬・変動報酬を含む詳細につきましては有価証券報告書をご参照ください。

*		｢基本報酬：業績連動賞与：株式報酬（PSU＋RSU）」の構成割合について、執行役社長は「1：1：1」、	
その他執行役は「1：（0.67～0.8）：（0.67～0.8）」の範囲で、上位の役位ほど変動報酬の比率が高くなるように設定。	
短期・中長期の重要性は同等とし、業績連動賞与と株式報酬の比率は均等に設定。

2023年度の基準報酬の構成割合

取締役 執行役

基本
方針

・	経営の監督機能の発揮を適切に促すもの
であること
・	三菱電機の取締役の責務を果たすに相応
しい人財を確保するために必要な報酬等で
あること

・	三菱電機グループの企業理念に従い、社会・
顧客・株主・従業員をはじめとするすべての
ステークホルダーに対して説明責任を十分
に果たすものであること
・	経営戦略に沿った職務の遂行を促し、経営目
標の達成を強く動機付けるものであること
・	持続的な業績成長と企業価値向上へのイン
センティブとして機能するものであること
・	役割や職責に対する成果及び貢献を公平・
公正に評価するものであること

報酬
体系

客観的かつ独立した立場から三菱電機の経営
へ助言と監督を行うという役割に鑑みて、基
本報酬(固定報酬)のみとする。

中期的な企業価値・株主価値の向上を重視
し、基本報酬、業績連動賞与、業績連動型株
式報酬、譲渡制限付株式報酬を支給する。

報酬
水準

取締役及び執行役の報酬水準・報酬構成割合は、毎年、外部専門機関による報酬調査データに
よって市場水準と比較の上、役割や職責に応じて設定する。市場水準との比較にあたっては、
三菱電機の規模や業態、グローバル展開等の観点から類似する日本国内の大手製造業企業を
報酬ベンチマーク企業群として選定する。

有価証券報告書

*1		業績連動型株式報酬	
（Performance	Share	Unit）の略称
*2		譲渡制限付株式報酬	
（Restricted	Stock	Unit）の略称

基本報酬
34%

業績連動賞与
33%

PSU*1

23%

変動報酬
66%

RSU*2

10%

執行役
社長

基本報酬

36%

業績連動賞与
29～32%

43%
～

PSU*1

20～23%

変動報酬
57～64%

RSU*2

9～10%

その他
執行役

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/data/negotiable_securities/
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株式保有ガイドライン

三菱電機は、執行役が株主の皆様との価値共有を長期的かつ持続的に確保することが重要と考え
ています。そのため、基準金額到達以降も、在任中は継続して基準金額以上の当社株式を保有するこ
ととします。

マルス・クローバック条項

執行役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、又は過年度決算内容の重大な修正が発生した
場合、報酬委員会の決議により、当該執行役に対し、インセンティブ報酬を受給する権利の没収(マル
ス)又は報酬の返還(クローバック)を請求することができます。対象となり得る報酬は、支給前又は
支給済の業績連動賞与、株式交付前のポイント及び譲渡制限解除前の株式、交付済の株式の一部又
は全部となります。

サステナビリティの取組みの役員報酬等への反映

サステナビリティの取組み推進については、執行役の報酬指標の一つとしており、サステナビリ
ティ・ESG関連領域等非財務事項での業績指標達成度はインセンティブ報酬へ反映しています。

内部監査
内部監査は、三菱電機及び国内外関係会社の経営の効率化、リスク管理の強化、倫理遵法の徹底、
内部統制の充実を図り、経営の健全化と体質強化に寄与することを目的としています。
監査部は国内外に専属の人員を約60名配置し、更に関連部門から専門的視点を有する応援監査
人を加え、公正・客観的な立場から内部監査を実施しています。

内部統制部門との関係

三菱電機の内部統制は、経営企画室、経理部、法務・知的財産渉外部、輸出管理部等の本社コーポ
レート部門やコーポレート本部が、それぞれ所管する内部統制体制、規程等の整備運用状況の点検
を実施しています。また、各ビジネスエリア(BA)・事業本部の中にコンプライアンス部門を設置し、各
BA・事業本部における社内横断的なコンプライアンス施策の着実な展開や部門内のコンプライアン
ス状況の点検を実施しています。
監査部は、内部統制体制の運用状況等について内部監査を実施するとともに、財務報告に係る内
部統制の評価を実施し、各内部統制部門と相互に必要な情報提供を行っています。

内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携

監査部は、内部監査方針や内部監査結果を監査委員会に報告するとともに、監査委員と定期的な
意見交換を実施しています。
また、監査部は、会計監査人に対して内部監査結果を報告するとともに、会計監査人との間で、財務
報告に係る内部統制の評価に関して適宜協議し、継続的な連携を行っています。

内部監査の実効性を確保するための取組み

監査部は、内部監査実施後、被監査部門長あてに監査報告書を作成・送付し、必要に応じて改善対
策の立案を指示しています。監査部は、内部監査の実効性を確保するため、被監査部門から提出され
る回答書により、被監査部門が立案した改善対策を確認し、必要に応じて実施進捗状況を確認するた
めのフォロー監査、フォロー評価を行っています。
また、監査部は、定期報告として、上期・下期の内部監査を総括した報告書を作成し、年２回、担当上
席執行役員を通じて、監査委員会及び執行役社長に報告しています。

2000年～

2015年～
コーポレートガバナンス・
コード適用開始
取締役会実効性評価開始
業績連動株式報酬の導入
取締役会のダイバーシティ強化:
女性取締役の選任

2020年～
法定三委員会の委員長社外化
情報発信強化:統合報告書発行
第三者機関による取締役会実効性評価導入
取締役会議長の社外取締役化
指名委員会の役割改定
重点成長事業の説明会実施
取締役会の監督機能強化
取締役の過半数を独立社外取締役に
BA制の策定
執行役の報酬制度の改定
コーポレート・ガバナンスガイドラインの策定
取締役会のダイバーシティ強化

委員会等設置会社
（現 指名委員会等設置会社）へ移行

三菱電機株式会社		コーポレート・ガバナンスガイドライン
三菱電機株式会社		コーポレートガバナンス・コードに対する取組
コーポレート・ガバナンスに関する報告書

これまでのコーポレート・ガバナンス強化の取組み

https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/pdf/corp_governance_guideline.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/pdf/corp_governance_code.pdf
https://www.mitsubishielectric.co.jp/ir/management/corp_governance/pdf/corp_governance.pdf



